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    午前９時３１分開会 

○委員長（安冨法明君） おはようございます。只今より総務企業委員会を開会いた

します。先の本会議におきまして、本委員会に付託をされました議案１１件につき

まして審査をいたしたいと思いますので、ご協力のほどよろしくお願いを申し上げ

ます。市長ご報告等ございましたら。 

○市長（村田弘司君） ございません。よろしくお願いします。 

○委員長（安冨法明君） 議長よろしいですか。 

○議長（秋山哲朗君） ございません。よろしくお願いします。 

○委員長（安冨法明君） 委員さんよろしいですか。はい、竹岡委員。 

○委員（竹岡昌治君） これは誰でも言えることだと思うんで、ちょっと質問したい

と思うんですが、今から１ヶ月前ぐらいだったと思うんですね。議会の申し合わせ

事項というものを今まで何気なく見ていました。その時全文を読ませていただいた

ら、議会から選出された監査委員は公営企業会計並びにほかの決算についてです

が、一般会計と特会は決算委員会というものを作って、議長、副議長、議会選出の

監査委員は委員に入っていませんよね。入らんと作る予定ですよね。それでですね

所管の委員会においても、質疑・意見を言うちゃいけんとこういう決めになってお

ります。委員長認識しちょってかいね。決算委員会は言うたとおりですね。常任委

員会においても除斥とは書いてないんですよ。その辺の地方自治法上はできるんで

すいね。地方自治とは違った申し合わせ事項になってるんで、認識が足らんだった

ところもあると思いますが、一般論としてどう扱いなさるのかお尋ねしたいと思う

んですね。 

○委員長（安冨法明君） 暫時休憩をいたします。 

午前９時３３分休憩 

   

午前９時３６分再開     

○委員長（安冨法明君） 再開をいたします。今、竹岡委員より申し出のありました

議会の申し合わせ事項に関する事項の中に、決算議案の審査についてという件で、

議員から選出された監査委員は、所属する常任委員会における決算議案の審査で

は、質疑・意見は控えるものとすると。するなと言うような書き方でもないんです

が、一応そういうふうな取り決めがございます。自治法上は監査委員さんが質疑に
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参加されることについて何ら問題はないんですが、申し合わせ事項においてです

ね、このような取り決めを一応しておりますが、当然監査委員さんでありますので

質疑等はあるとは思いませんが、監査意見書も提出されておりますし、意見等につ

いては、監査意見書に沿った形で発言されることについては、問題はないであろう

というふうに委員長としては解釈を（発言する者あり）監査意見書に沿う形での補

足とか（発言する者あり）はいどうぞ、竹岡委員。 

○委員（竹岡昌治君） なんで地方自治法上は、その議員としての発言は認められて

るわけです。ということはこれは誰でも一緒なんですが、監査委員は監査委員とし

ての責務を持って意見なり、ものを言ってるわけですね。議員はですね違うんです

よ。やっぱし政治的な問題もあるわけですから、そこ辺まで止めるんですかという

意味が入ってるんです。 

○委員長（安冨法明君） この申し合わせ事項そのものはですね、委員長において決

めたものではありません、当然。ですから今の竹岡委員の監査委員としての申し出

意見でありますので、議会運営委員会なりで協議をさせていただくということにさ

せていただきたいと思います。今の申し上げましたとおりで、申し合わせ事項の内

容につきましてはそうさせていただきたい。（発言する者あり）暫時休憩をいたし

ます。 

午前 ９時４０分休憩 

   

午前１０時１０分再開 

○委員長（安冨法明君） それでは再開をいたします。休憩前に竹岡委員のほうから

決算審査にあたり市議会申し合わせ事項の１０の２ですが、もう一度読み上げま

す。議員から選出された監査委員は、所属する常任委員会における決算議案の審査

では、質疑・意見は控えるものとするという１項が実はございます。このことにつ

いて自治法上からあるいは予算・決算については、特別委員会をつくって審査をし

ております。予算については全議案について付託をしておりますが、決算について

は３企業会計については特別委員会には付託せず、委員会付託をしております。こ

のような現状について、整合性が一応欠けるんではないか、いうこと等が休憩中に

いろいろ議論をして判明をしてきております。従いまして、本件に関しましては、

課題につきましては、議会の基本条例等にも申し合わせ事項等の見直しは逐次行い
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ますということも明記をされておりますので、議長において今後の協議をしていた

だくということで預からせていただくということにいたしまして、本日の決算審査

につきましては、従来どおりの扱いをさせていただくとしたいというふうに思いま

す。これにご異議ございませんか。委員さんよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） それではそのように取り計らせて頂きます。議長よろしく

お願いいたします。ほかに委員さんよろしいでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） それではこれより審査を始めます。最初に議案第１号平成

２２年度美祢市水道事業会計決算の認定についてを審査をいたします。執行部より

説明を求めます。三戸管理業務課長。 

○上下水道事業局管理業務課長（三戸昌子君） それでは美祢市水道事業会計決算

書、白い表紙の黒い背表紙でございますが、こちらをお開き下さい。議案第１号平

成２２年度美祢市水道事業会計の決算についてご説明いたします。第１ページをお

開き下さい。決算報告書でございます。まず収益的収入及び支出でございますが、

収入の消費税込みの決算額は、上水道事業収益が２億４，７９５万４，６８０円、

簡易水道事業収益が１億３，９９０万２，０５６円、合わせまして３億８，７８５

万６，７３６円となりました。次ページをお開き下さい。支出の消費税込みの決算

額は上水道事業費は２億７，４６９万４，４７１円、簡易水道事業費は１億９０８

万１，７８７円、これを合わせまして３億８，３７７万６，２５８円でございま

す。この結果、税込みの収入支出の差引額は４０８万４７８円で収入超過となりま

した。３ページをご覧下さい。資本的収入及び支出でございます。まず収入でござ

いますが、決算額は７，６３１万８，０００円です。４ページをお開き下さい。支

出の決算額は２億７，６０８万３９０円でございます。また地方公営企業法第２６

条の規定によりまして、９，８３６万１，４３８円を繰り越しております。資本的

収入額が資本的支出額に不足する額１億９，９７６万２，３９０円は、過年度分損

益勘定留保資金及び当年度分消費税資本的収支調整額で補てんいたしました。次に

財務諸表についてのご説明をいたします。５ページをお開き下さい。損益計算書で

ございます。まず営業収支でございますが、上水道営業収益１億８，６９８万１，

９９７円、簡易水道営業収益５，４５５万７，０５５円でございます。前年に比べ
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ますと７０２万３，５７８円伸びております。それに対し、上水道営業費用２億

３，０１４万７，６１６円、次ページをお開き下さい。簡易水道営業費用９，５５

１万２，１５０円になっておりまして、営業損失８，４１２万７１４円となってお

ります。次に営業外収支でございます。上水道営業外収益は４，４５３万４，０６

２円、簡易水道営業外収益は８，２６３万２，３２５円、上水道営業外費用は４，

０４３万１，７２６円、簡易水道営業外費用は１，０２４万３，２６５円となり、

経常損失７６２万９，３１８円となりました。これに特別利益６３１万６，０００

円を加え、特別損失２４６万８，２６９円を差し引きますと、当期は純損失３７８

万１，５８７円となりました。これを前年度からの繰越利益剰余金３，３１０万

４，７５４円で補てんいたしますと、当年度の未処分利益剰余金は２，９３２万

３，１６７円となりました。１１ページをお開き下さい。剰余金の処分でございま

すが、今年度は、純利益が出でおりませんので、未処分利益を処分することなく、

繰越利益剰余金としてそのまま繰り越すことにしたいと存じます。次ページ１２ペ

ージをお開き下さい。平成２２年度末の貸借対照表でございます。平成２３年３月

３１日現在の資産合計は、１３ページの中程二重線の欄でございますが、４１億

７，６３３万２，８４８円でございます。また負債の合計は、一番下の欄でござい

ます。１億４，７０２万４５０円でございまして、資本合計は１４ページ下から２

行目になりますが、４０億２，９３１万２，３９８円となっております。負債資本

の合計は４１億７，６３３万２，８４８円でございます。これは資産の合計と同じ

になっております。次に事業の報告をいたします。１７ページをお開き下さい。建

設工事の概要でございます。上水道は伊佐地区配水管布設替工事、上水道ポンプ所

浸水対策工事等５件、３，９７８万５，９２５円を行っております、次ページ１８

ページをお開き下さい。簡易水道は麻生簡易水道水源増補工事、濾過機改修工事、

災害復旧工事、浸水対策工事等１２件、８，３６６万４，３５０円の工事を行って

おりまして、上水、簡水併せて１億２，３４５万２７５円の工事を執行いたしまし

た。次に２０ページをお開き下さい。業務の報告をいたしますと、上水道は年度末

給水戸数は４，９９７戸でございました。年間給水量は１４４万２，８１２立方メ

ートル、昨年より５万１，６９０立方メートルの増となっております。これは、工

業用が好調であったこと、一般用も年度後半伸びていることにより増加したもので

ございます。簡易水道は、平成２２年９月に山口県から熊の倉簡易水道の贈与を受
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けましたので、７簡易水道から８簡易水道となっております。８簡易水道で、給水

戸数が１，３８９戸、年間給水量は４１万３，１６３立方メートルとなっており、

前年より３，７１１立方メートル増加しております。それでは、２５ページをお開

き下さい。起債及び一時借入金の状況でございます。企業債でございますが、簡易

水道配水施設整備事業の財源として１，８３０万円を、浸水対策工事の財源といた

しまして４，６００万円、総額６，４３０万円を発行し、年間で９，７５０万３，

９６３円を償還いたしました。その結果、平成２２年度末の企業債残高は、１８億

５，０３７万４，９８２円となりました。また一時借入金については借入を行いま

せんでした。以上で平成２２年度水道事業会計の決算に関する説明を終わせていた

だきます。よろしくお願いいたします。 

○委員長（安冨法明君） 説明が終わりました。本案に対する質疑はございません

か。はい、三好委員。 

○委員（三好睦子君） お尋ねします。５ページに示されていますが、上水の給水収

益が昨年より増加しているのに給水負担金が減っていますが、どういう理由かとい

うことと、また簡水については給水収益が増加ですが、反対に給水負担金が増えて

います。これはどういうことかとお尋ねします。それと６ページなんですが、雑収

益とはどういうものでしょうか。上水にはあって簡水にはないんですが、しかも２

１年度を見ますと５倍になっています。どういうことでしょうか。それと３０ペー

ジなんですが、上水でのその雑支出が１５０万とあるのはこの内容はなんなのでし

ょうか、お尋ねします。 

○委員長（安冨法明君） はい、三戸管理業務課長。 

○上下水道事業局管理業務課長（三戸昌子君） １点目の質問でございます。上水道

に給水収益は伸びているに拘わらず給水負担金が減っているとのご質問でございま

すけれども、給水負担金は、加入者が水道を付けられるときに、新たな加入者が来

られるときに、メーター器と引き替えに出しております。それで、上水のほうは数

が去年ほど新規に入られる方が少なかった。または給水負担金というのはメーター

の口径によって金額が違います。１３㎜でしたら３万１，５００円ですけれども、

大きくなりますと４００万というように値段が違いますので、その口径の大きさに

よって、また収入が変わって来ますので、これは加入された人がどのような数だけ

いて、どのような口径のメーター器を選ばれるか、それによって変わってくるもの
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でございます。簡水についても同じことが言えます。次のご質問でございます。上

水道の雑収益でございますが、これは平成２１年度まではなかったのでございます

が、平成２２年から局長の人件費が下水道についております。その局長の人件費の

２分の１の見合いの負担金を下水のほうから水道のほうに頂くことになっておりま

して、その局長人件費が４９６万４，０００円ほどでございます。ほかのものは広

告料が４６万円、電柱等の地料が２８万ほどございます。雑支出でございますが、

雑支出のところには、前年はそれまでの年になかった７月の豪雨災害が起こりまし

たときの、他市からの応援に来て頂きましたその時の応援費用が７１万入っており

ます。それともう一つありまして、消費税の計算するんですけども、その特定収入

の３条に係わるものをここの雑支出に上げております。上がるようになっておりま

す。その金額で、このように前年と今年と差が出てきたものでございます。以上で

ございます。 

○委員長（安冨法明君） ほかに。髙木委員。 

○委員（髙木法生君） １点程お伺いをしたいと思います。水道会計の２２年度の補

正後の予定の損益では９２５万の赤字を予定されておったと思います。決算では経

費の削減等もあったと思いますが、３８７万２，０００円と改善されております。

しかしながら、平成２３年度から美東・秋芳の簡易水道が事業統合される中、２２

年度決算では合併後初の純損失を計上したと。そして計上収支比率も１００％割っ

て９８％を示しております。こうした状況が２３年度以降憂慮すべき経営状況、そ

うした事態になりつつあるのかお伺いをしたいと思います。何故こういうことを言

うかと申しますと、最近は市販のペットボトルの購入も大変増えておりますし、市

民の節水意識も高まっておると思います。また節水機能付の電化製品等の普及によ

ることで給水量等に多少影響が出るんじゃなかろうかとも思いますが、今後の水道

料金を決めることの困難を極める状況となるのではないかと心配はしますけれど

も、今後の中長期的な展望を持っておられればお伺いをしたいと思います。 

○委員長（安冨法明君） 三戸管理業務課長。 

○上下水道事業局管理業務課長（三戸昌子君） 質問にお答えいたします。今年の収

支の見込みでございますけれども、去年の決算状況から申し上げますと、秋芳・美

東の決算状況を今年の予算書と比べてみますと、ほぼ大差なく推移しております。

このことから、決算に関しては今のところ予算書のとおりに行くんではないかと思
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っております。そして今年の収益でございますけれども、８月までの使用料を見て

みますと、上水・簡水、これは秋芳・美東も合わせました全ての簡水でございます

けれども、水量が１０１．０９％と少しばかり伸びております。その影響もありま

して、今後後半どうなるのかはお天気などいろんな要素がありますけれども、今の

ところは予算書のとおりにだいたい行くのではないかと思っております。以上でご

ざいます。 

○委員長（安冨法明君） 髙木委員よろしいですか。ほかに質疑はございませんか。

よろしいですか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） それでは質疑がないようでございます。本案に対するご意

見はございませんか。よろしいですね。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） それではこれより議案第１号平成２２年度美祢市水道事業

会計決算の認定についてを採決いたします。 

  本案について原案のとおり認定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） 全員異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり認定

をされました。 

  次に議案第２号平成２２年度美祢市病院等事業会計決算の認定についてを審査い

たします。執行部より説明を求めます。千々松経営管理課長。 

○病院事業部経営管理課長（千々松雅幸君） それでは議案第２号平成２２年度美祢

市病院等事業会計の決算についてご説明させていただきます。決算書の２ページを

お開き願います。最初に、美祢市病院等事業会計の決算総計についてご説明申し上

げます。まず、収益的収入及び支出についてでありますが、収入において、第１款

病院事業収益が、決算額３６億９，１８１万８，４１７円となり、予算額に対しま

して４４６万７，５８３円の減となっております。続いて第２款介護老人保健施設

事業収益では、決算額３億２，９４１万１，４５７円で、予算額に対して６９５万

６，５４３円の減となっております。最後に第３款訪問看護事業収益では、決算額

が３，７９５万９，３７０円で、予算額に対して３５万４，６３０円の減となって

おります。合計いたしますと決算額４０億５，９１８万９，２４４円となります。
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一方、支出におきましては、まず第１款病院事業費用が決算額３７億１，１４８万

２，１５６円で、不用額が８，４４８万５，８４４円となっております。続いて、

介護老人保健施設事業費用が、決算額３億３，９９５万６５１円で、不用額が９１

０万４，３４９円となっております。最後に第３款訪問看護事業費用が、決算額

４，０５１万６，３５１円で、不用額が６９万８，６４９円となっております。合

計いたしますと、決算額は４０億９，１９４万９，１５８円となります。この結

果、収入支出の差引は、表には出ておりませんが、３，２７５万９，９１４円の赤

字となりました。 

次に、資本的収入及び支出についてであります。４ページをお開き願います。 

まず第１款病院事業資本的収入が、決算額４億３，３７７万７，０００円で、予算

額に対して３，１００万円の減となっております。続いて第２款介護老人保健施設

事業資本的収入は、決算額３，０００万円で、予算額と同額となっております。合

計いたしますと、決算額は４億６，３７７万７，０００円となります。一方、支出

におきまして、第１款病院事業資本的支出が決算額５億８，６２３万８，１４５円

で、不用額は３，１５５万５，８５５円となっております。そして第２款介護老人

保健施設事業資本的支出は、決算額２，５０９万４，２５７円で、不用額１０５万

７４３円となりました。合計いたしますと、決算額は６億１，１３３万２，４０２

円となります。この結果、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額、１億

４，７５５万５，４０２円は、消費税資本的収支調整額、過年度分損益勘定留保資

金及び繰越工事資金で補填いたしました。 

  続きまして、本市の病院事業等の施設ごとに見た平成２２年度の経営状況につい

て、もう少し詳しくご説明をいたしたいと存じます。お手元に配布しております白

い背表紙の平成２２年度美祢市病院等事業会計決算概要説明資料を使いまして、前

年度との比較を中心に説明をさせていただければと存じます。３２ページをお開き

願います。始めは美祢市立病院の経営状況についてであります。なお、この表の決

算額は、税抜きベースであり、損益計算書の数値との整合させております。まず病

院事業収益は２２億６，９９５万４，８２５円で、前年度と比較しますと８，５８

９万８，６１３円、３．６％の減となっております。このうち医業収益は、２０億

６，１５２万１２５円で、前年度より２，９３０万４，２９９円、１．４％の減と

なっております。なお、医業収益のうち、入院収益については１１億５，６０６万
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４，８１４円で、入院患者数の増加等により前年度より４，０３８万７，２７５円

の増となりました。また、外来収益は７億７，５２９万９，７０１円で、こちらは

外来患者数の減少等により前年度より６，６８６万５，９３９円の減となりまし

た。患者数につきましては、右の説明の欄にもございますが、まず入院について述

べ患者数が４万８，０４４人、１日平均１３１．６人で、前年度と比較して２５７

人、１日平均では０．７人の増加となっております。また外来につきましては、延

べ患者数が５万２，６７９人、一日平均２１２．５人で、前年度より１，７７７

人、一日平均では７．３人の減少となっております。次に医業外収益ですが、１億

６，４６７万１，７００円で、前年度より８４５万７，６１８円の増となっており

ます。なお、この医業外収益のうち主なものは、他会計負担金、これは企業債償還

利息に対する市一般会計負担などで７，４９０万６，０００円、前年度より４７６

万５，０００円の減となっております。また、他会計補助金、これは主に医師確保

対策に要する経費等に対する市一般会計からの補助金でございますが、これは７，

４０８万５，０００円、前年度より１，４５３万５，０００円の増となっておりま

す。続いて美祢社会復帰促進センター診療所運営事業収益でありますが、これにつ

きましては、平成２１年１０月以降、本事業を市総合政策部のほうに所管替えした

ことによりまして、２２年度の収益はありません。次に病院経営改革事業収益であ

りますが、４，３７６万３，０００円で、これは病院経営改革事業にかかる費用に

対して全額市からの補助金であります。一方、支出におきましては、病院事業費用

は２２億２，３７８万９，７３６円で、前年度より８，２０１万８，１５０円、

３．６％の減となっております。このうち、医業費用は２１億６万９，４４４円

で、前年度より７４万８，８３８円の減少となっております。医業費用におきまし

て減少いたしました主な要因は、材料費、薬価改定等に伴う薬品費の減少でありま

す。次に医業外費用は７，５１６万８，０５２円で、企業債利息の減等により前年

度と比較して、３，８３６万８，４４４円の減となっております。続いて、美祢社

会復帰促進センター診療所運営事業費用は、先程、収入で申しましたとおりのこと

で、２２年度の費用はございません。続いて病院経営改革事業費用は、平成２０年

度からの事業でございますが、病院経営改革事業に係る職員の人件費や事業費とな

っております。 

   次に、特別損失が１，１０６万９，８９７円で、これは美祢市病院等事業使用料
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手数料条例の債権放棄の規定に基づき、診療等に係る使用料等を不納欠損処理いた

したものであります。未収金については、債権の発生から債権の回収、債権の整

理、不納欠損処理まで、それぞれ段階ごとに債権の管理を適正に行うことを目的と

いたしました美祢市病院等事業会計債権管理マニュアルを昨年１２月に作成し、現

在、このマニュアルに基づく適正な債権管理及び債権回収に努めているところでご

ざいます。従来公立病院の診療費等の債権の消滅時効について、自治法上の債権か

ら平成１７年の最高裁判決によりまして、民法上の債権ということが示され、消滅

時効の完成には、債務者の援用が必要となりました。債務者の援用の手続がされる

ことは、実際にあれることはなく、徴収の見込みのない債権を今まで抱え続けてま

いりました。そこで、昨年の１２月議会におきまして、美祢市病院等事業使用料手

数料条例につきまして、債権放棄に関する条文を新たに追加するという条例の一部

改正を行ったところでございまして、本条例の規定に基づき、時効中断の努力を行

ったにもかかわらず、３年を経過した債権で、債務者が死亡、失踪、行方不明等に

より回収の見込みのない債権につきまして、不納欠損処理を行ったものでございま

す。今後とも、未収金につきましては、収入の確保や負担の公平の観点からも、債

権の適正管理と収納の強化に徹底して取り組みたいと考えております。以上の収支

を差し引きいたしました４，６１６万５，０８９円が当年度の純利益ということに

なります。 

続きまして、美祢市立美東病院の経営状況についてご説明いたします。３３ペー

ジをお開き願います。まず病院事業収益では１４億１，５３７万８，５４０円で、

前年度と比較しますと１，１６５万９，４７４円の減となっております。この内病

院医業収益は１１億６，２２１万８，０４３円で、前年度より２，５３６万３，６

５８円、２．１％の減となりました。なお、病院医業収益のうち入院収益について

は、７億９，８８４万７，９９６円で、前年度より入院患者の減少により１，３７

４万８，２３４円の減となりました。外来収益につきましても、２億５，７８４万

３，５２５円で、外来患者数の減少により、前年度より、１，７５６万２，４７５

円の減となっております。患者数につきましては、入院の延べ患者数が３万３，４

６３人、一日平均９１．７人で前年度と比較して１，７０２人、一日平均で４．６

人の減となっております。また、外来患者数につきましては４万５，９５２人、一

日平均１８９．１人で、前年度と比較して４，３０４人、一日平均で１８．６人の
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減となっております。次に医業外収益ですが、２億５，３１６万４９７円で、前年

度より１，３７０万４，１８４円の増となっております。この医業外収益の主なも

のとしては、美祢市立病院と同様でありますが、他会計負担金が１億７，７３４万

２，９３４円で、前年度より１，０５９万３，３３２円の増となっております。こ

れは、主に医療職の割愛に伴う退職手当負担金が増額となったことによります。他

会計補助金については、美祢市立病院と同様に医師確保対策に要する経費等に対す

る一般会計補助金として６，５５９万７，０００円、前年度より、９７８万３，０

００円の増額となっております。一方、支出におきましては、病院事業費用は１４

億８，２７２万８，１７０円で、前年度より２，２７６万５４１円、１．５％の減

となっております。このうち、病院医業費用は１４億５６９万４，２６７円で、前

年度より２，５２０万１，５９２円、１．８％の減となっております。この主な要

因は、医師の減と期末勤勉手当の支給率が下がったことによる給与費の減と、入院

患者数の減少による材料費の減であります。次の医業外費用は７，２７６万９，３

５８円で、企業債支払利息の減等により前年度と比較して１８２万３，４９４円の

減となっております。次に特別損失が４２６万４，５４５円で、これは美祢市病院

等事業使用料手数料条例の債権放棄の規定に基づき、診療等に係る使用料等を不納

欠損処理したものであります。以上の収支を差し引きしました６，７３４万９，６

３０円が当年度の純損失ということになります。 

次に介護老人保健施設グリーンヒル美祢についてであります。３４ページをお開

き願います。まず介護老人保健施設事業収益は３億２，９１９万９，４９１円で、

前年度と比較して１，１１６万１，７８４円、３．３％の減となっております。そ

の内訳として、入所運営事業収益は２億７，０４０万６８円で、入所者数の減に伴

い、前年度と比較すると５９２万９，６７０円、２．１％の減となりました。次に

短期入所運営事業収益は１，７８３万７，９７１円で、前年度と比較すると短期入

所者の増加に伴い、前年度と比較しまして１３６万６，５３２円、８．３％の増と

なりました。続いて通所運営事業収益は４，０６３万７，６７１円で、前年度と比

較すると６５３万６，１５２円、１３．９％の減となりました。利用者の数につい

ては、右の説明の欄にもございますが、まず延べ入所者数は２万２，４４４人、一

日平均６１．５人で、昨年度と比較すると２７２人、一日平均０．７人の減となっ

ております。次に、短期入所者は延べ１，２７１人、一日平均３．５人で、前年度
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と比較すると１０３人、一日平均０．３人の増となっております。そして通所者数

は、延べで４，０７４人、一日平均１６．８人で、前年度と比較して４３３人、一

日平均１．８人の減となりました。次に運営事業外収益は３２万３，７８１円で、

前年度と比較して６万２，４９４円の減となっております。一方、支出につきまし

ては、介護老人保健施設事業費用が３億３，９７３万８，６８５円で、前年度と比

較して６７２万９，６９９円、２．２％の増となっております。このうち、入所運

営事業費用が３億２１万３，７３１円で、前年度と比較すると４８０万２，５７７

円、１．６％の増となっておりますが、これは主に給与費の増と、法定福利費の増

によるものでございます。次に通所運営事業費用は２，４６３万２６２円で、前年

度と比較して１８２万９，８６２円、８．０％の増となっております。次に運営事

業外費用は１，４２２万３４０円で、企業債支払利息の減により、前年度と比較し

て５７万７，０９２円、３．９％の減となっております。次に特別損失が６７万

４，３５２円で、これは美祢市病院等事業使用料手数料条例の債権放棄の規定に基

づき、施設利用料を不納欠損処理したものでございます。 

次に訪問看護ステーションについてであります。３５ページをお開き願います。

まず訪問看護事業収益は３，７９５万９，０８５円で、前年度と比較して１３２万

１，４２８円、３．４％の減となっております。そのうち訪問看護事業収益は３，

７９５万３，３７０円で、前年度と比較して１３１万１，２１４円、３．３％の減

となっております。利用者の数については、延べ４，４６８人、一日平均１８．４

人で、前年度と比較して９６人、一日平均０．３人の増となっております。次に訪

問看護事業外収益は５，７１５円で、前年度と比較し１万２１４円の減となってお

ります。一方で、支出についてですが、訪問看護事業費用が４，０５１万６，０６

６円、前年度と比較して１５万５０８円、０．４％の増となっております。このう

ち訪問看護事業費が４，０１８万５，９５１円で、前年度と比較して１５万３，５

９２円、０．４％の増となっております。そして訪問看護事業外費用が３２万３，

３１７円で、前年度と比較して９，８８２円の減となっております。次に、特別損

失が６，７９８円で、これも使用料手数料条例に基づき、訪問看護利用料を不納欠

損処理いたしたものであります。以上の収支を差し引きいたしました２５５万６，

９８１円が当年度の純損失ということになります。以上で説明を終わります。どう

かよろしくお願いいたします。 
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○委員長（安冨法明君） 説明が終わりました。本案に対する質疑はございません

か。三好委員。 

○委員（三好睦子君） お尋ねします。２ページで訪問看護事業では事業収益は減っ

ていますが、職員は２１年度では６人、２２年度は５人になっています。事業量に

ついて単純に人数で割ってみました。一人当たり換算すれば２１年度は６５４万円

で２２年度は７５９万円になります。職員が減っているのに一人当たりの事業量が

増えています。在宅介護の現場の方は本当に大変ではないか、命を預かってる仕事

で大変だと思います。増員が必要ではないかと考えますが、如何でしょうか。それ

と未収金と不納欠損についてお尋ねします。先程回収については努力をしてると言

われましたが、実際にその回収の業務に出れるかどうかということが問題だと思い

ます。訪問にするにしても時間帯があると思います。夜中に行くわけにはいかない

と思いますが、電話とか請求書を出したぐらいではなかなか回収にはならないので

はないかと思いますが、そういった面で職員さんの増員はできないのかなと思った

りしますが、この点どうなのでしょうか。それと入院費用だけ見たときに、美東病

院は１８８件で約１，０００万、美祢市立では３４２件で約２，０００万の未収金

ですが、これは２３年度にはもう回収されてる部分もあるかと思いますが、入院の

際の保証人は二人立てておられるのではないかと思いますが、それでもこうしたこ

とになるというのが実際にあるということは、本当に医療費が高くて病院に行けな

い人や保険証が無くて病院に行けない人などが、我慢をしていて病状が悪化して病

院に担ぎ込まれたと、そういったケースが多いのではないかと思います。こうした

根本を解決しないとこういった面も解決にできないのではないかと思いますが、如

何でしょうか。 

○委員長（安冨法明君） 千々松経営管理課長。 

○病院事業部経営管理課長（千々松雅幸君） 委員さんのご質問にお答えをいたしま

す。まず訪問看護事業についてでございます。今の現状におきまして、例えばサー

ビスの要望があるけれども、それに対応できないというような状況では、お断りし

てるというようなことはしては生じてはおりません。ただ看護師につきましては、

現在も訪問看護の看護師のみならず看護師については募集をかけておりますが、こ

れもなかなか確保できないというような状況ではございます。それから未収金につ

いてですが、これにつきましては先程も申し上げましたが、まずは未収金を発生さ
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せないための努力、対策が必要ということで、各種保険の制度の説明だとか助言、

あるいは入院されてる方が退院される際には、地域連携室等におきましてもその支

払の納付相談あるいは退院、それでも無理というお方においては、支払誓約書の聴

取、こういったことの債権を発生させない取組としてこういったことをしておりま

す。債権が発生した場合におきましては、従来からやっておりますが、その支払に

ついての文書によって催告書だとか督促状、こういったものをお送りもしてます

し、電話当然相手の時間帯いろいろ生活スタイルがありますので考慮しつつ、電

話、催告、あるいは電話催告によっても、支払のない方につきましては臨戸訪問等

を実施をいたしております。未収金に関連して医療費が高いのではないかというよ

うなことではございますが、これは診療報酬、あるいは介護報酬、こういったもの

に則って収納を収入と言いますか、収益をサービスの利用料を頂いてるところでご

ざいます。以上です。 

○委員長（安冨法明君） 三好委員。 

○委員（三好睦子君） 訪問看護を利用される患者さん等、地域の活動のエリアとい

う面積ですか、それに対しての看護師の基準、何人いなければならないとか基準が

あるのでしょうか。 

○委員長（安冨法明君） 千々松経営管理課長。 

○病院事業部経営管理課長（千々松雅幸君） 施設基準上は２名ということになって

おります。 

○委員長（安冨法明君） 三好委員。 

○委員（三好睦子君） はい、分かりました。未収金の回収ですけど、日常業務に追

われて、なかなか電話と請求書だけではなかなか回収できないと。臨戸訪問でと言

われましたが、実際に臨戸訪問できるかどうかというのも気がかりなんですが、職

員さんの増員はどうなのかなと思いますが、どうなんでしょうか。それと保険証が

無くて病院に行かれたこの中の未収金、不納欠損額の中に無保険で行かれた方がい

らっしゃるのではないかと思いますが、割合はどのくらいなのでしょうか。 

○委員長（安冨法明君） 中嶋市立病院事務長。 

○市立病院事務部事務長（中嶋一彦君） 先程委員さんからのご質問にお答えいたし

ます。未収金の対応状況のこと内容でご質問がありましたので、ちょっと具体的に

ご説明いたします。現在ですねこの一例をとりますと、平成１８年に外来に来られ
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た患者様の未収金の収納対応状況といたしまして、当時その時に保険証提示があり

ませんでしたので、まず文書で保険証の提示依頼ということで送付をさせていただ

いております。その後ご連絡がありませんでしたので、治療費のお知らせという形

で送付させていただいております。送付後連絡がありませんでしたので、次に電話

対応ということでご自宅へ電話させていただいております。２回ほどやっておりま

すけれどもそれでも連絡ありませんでしたので、次に督促状の送付という形で送ら

せていただきました。そのあと何もご連絡ありませんでしたので、また電話という

ことで、その後自宅訪問をいたしました。自宅訪問でこちらやっぱりご自宅にいら

っしゃいませんでしたので、文書をおかせていただいて帰っております。その時間

が午後７時半というところです。その後ご連絡ありませんでしたので、期間を少し

おいて、午後７時に臨戸訪問させていただいております。その時もご不在でした。

その後催告書の送付という形をとらせていただきまして、その後またやはり期間お

きまして自宅の再訪問というような流れで、最終的には最後に自宅再訪問という形

で午後４時に訪問させていただいております。やはり結局、何も連絡が取れません

でしたし、患者様からのご連絡ありませんでしたので、この患者さんに関しまして

は不納欠損処理をさせていただいております。それから職員の対応ですけれども、

やはり増員というようなお話ありましたけれども、今、事務職員の中で係を決めて

おりまして、やはり夕方二人で対応しておりまして、時期によっては全員総出で分

担して二人ずつで臨戸訪問させていただいております。同時に電話訪問という形も

とらせていただいておりますのが、美祢市立病院の状況です。以上です。 

○委員長（安冨法明君） 千々松経営管理課長。 

○病院事業部経営管理課長（千々松雅幸君） 補足させていただきます。先程も申し

ましたが、今この未収金につきましては債権管理マニュアルを作成して、これに基

づき徴収事務を行っております。これによりますと臨戸訪問はある程度時期を決め

て行うようにいたしております。年３回は時期を決めて臨戸訪問を実施するように

いたしております。６月から７月、この時期と１１月から１２月、そして２月この

時期に臨戸訪問をするようなことにいたしております。以上です。 

○委員長（安冨法明君） よろしいですか。井上美東病院事務長。 

○美東病院事務部事務長（井上孝志君） 三好委員さんの質問の中で保険が入ってな

い方が何件かというご質問がございました。今回不納欠損処理を本病院では６７件
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行いました。その内７件、約１割が保険がなかったというのが実績として数字が出

ております。以上です。 

○委員長（安冨法明君） 三好委員よろしいですか。ほかに、南口委員。 

○委員（南口彰夫君） 今の執行部の説明は、何かおかしいんじゃない。それから三

好委員は選挙で選ばれた代表じゃから、少々訳の分からんことを言おうがその権利

があるわけ。そりゃ来年の４月に市民が判断すればいいことなんじゃけど、今の質

問に対する答弁、局長ちょっと聞くけど的確じゃったと思う。質問に対する答弁

が。 

○委員長（安冨法明君） 藤澤病院事業局管理部長。 

○病院事業局管理部長（藤澤和昭君） 只今のご質問ですが、ご質問があった不納欠

損処理の事項について、職員が足らないのではないかということでしたが（発言す

る者あり）まず１点目の訪問看護の問題につきましては、質問は職員が少なくて業

務量が増えているが職員の負担がということでしたが、現在は職員は一生懸命頑張

っていますので（発言する者あり）職員数については現在募集をかけておりますの

で不足感は認めております。これはかつてからのこの委員会でもっと訪問看護の充

実をというご要望もありましたので、現在も美祢市病院事業局として訪問看護ステ

ーションの看護師を募集しているという事実からしても、常に不足感を認めており

ます。２点目の不納欠損の回収業務の実態と、これまた実際に臨戸等ができるには

職員が足らないのではないかということでしたが、これについては現在マニュアル

を定め、そのマニュアルに従って職員が例えば集中的に臨戸訪問とかできるように

なっておりますので、その不足感というよりは現状のスタッフでできる限りのこと

を実施してるという答弁だったと思います。それから訪問看護の定員等についての

ことも、的確に答えていたと思います。無保険者については、美東病院の今回の不

納欠損処理における人数について７件と回答させていただいたと思っております。

私はその答弁についてご質問に対して適切に答弁したと考えております。以上で

す。（発言する者あり）無保険者については、美東病院が今回の不納欠損処理の中

においては、７件あるという答弁をさせていただいたと思います。 

○委員長（安冨法明君） 南口委員。 

○委員（南口彰夫君） じゃあ最初の病院の医療職員の訪問看護等含めて職員が不足

しちょると。私は市役所全体の職員はあまっちょると思うちょるんじゃけど、病院
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の特定の医療サービスを提供するところで、具体的に補充が必要なのは何人なの

か、何人募集して何人、何人欠員があるから何人募集しちょるというところで、そ

の不足が医療サービスの低下につながっちょるということであるんなら、その辺を

具体的に説明してほしい。それからその辺を整理して、それからもう一つは健康保

険証のない人がどうなっちょるかと言うたら、普通は健康保険証が無ければ全額負

担の原則、それに対して保険証がない人が実情に応じてどうするんかと言えば、健

康保険証、健康保険料さえ払うことができない人は、まず福祉の窓口に紹介せんに

ゃ。何か健康保険証が無い人がそれは仕方がなくて、その医療はただで受けられる

んだと。いかにも既得権があるんだというような受け止め方をされかねない。これ

がもし日本共産党の立場で主張しちょるんじゃったら、その人が相当とんちんかん

で間違っちょる。あくまでも受益者負担は原則なんよ。但し特殊な事情の人がおる

ならば、その行政の窓口が違うところできちんと処置をせんにゃいけんのいね。だ

からあたかも保険証を持ってない人が来たら、それはその時その時よ救急も含め

て、しかしながら最終的な処置は日本の法律でちゃんと保護措置ができる制度の仕

組みがあるわけやから、それをきちっと処置の対応をしながら、基本的には医療費

はきちんと窓口はどこにしろ払ってもらうということがやっぱり原則じゃなけんに

ゃあ、これほど厳しい経済情勢の中で、しかも当初から二つの病院を統一的に経営

するということは、お隣の山陽小野田市でも事実上破綻しちょるわけじゃから。そ

れをあえて美祢市が挑戦をして、少なくとも合併後４年目になるが、それを維持し

大きな実績を上げていると。しかし、それはきちんと基本をやっぱり守っていくこ

とにあったんではないかと思うんですね。その点を含めて再度答弁していただきた

いと思います。 

○委員長（安冨法明君） 藤澤病院事業局管理部長。 

○病院事業局管理部長（藤澤和昭君） 只今のご質問にお答えしたいと思います。ま

ず１点目の病院職員の不足感のことですが、これは今、決算に付された監査意見書

にも出ておりますが、医師、看護師、つまり医療スタッフですね、そちらの不足化

はいなめません。当然一番中心となる医師も平成１８年以降、急激にこの両病院で

の医師が減少しておりますので、現状は医療機能を縮小せざるを得ないといったと

ころも出ております。今現在は現在の医師が懸命に働き、過重労働ともいえるぐら

い懸命に働いていらっしゃるお陰で、病院が市民の安全の砦となっておると思いま
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す。その中で今回のご質問のありました訪問看護も看護師さん保健士さんの不足と

いうところから生じておりまして、大変スタッフの者には過重労働と言いますか懸

命に働いてもらってると考えています。そこで私どもとしては、この医師、看護

師、医療者の確保ということを優先課題として、様々な事業取組をしております。

一例挙げますと研修費等の拡充ですとか勤務態勢の見直しですとか、あるいは手当

についても一部拡充させて頂いたりそのようにして、労働環境、あるいはやりがい

のある職場をアピールしておるところであります。そうして、この医療不足の最優

先課題として取り組もうと現在しておるところであります。２点目の本来医療とい

うものは医師法に規定されてますように、報奨義務というものがありまして、病気

になられたりけがになられた方が医療機関に来られた時には、医師はそれを拒むこ

とができず全てを受け止めて治療等に当たるこれが義務でございます。これが通常

のサービスとは全く異なっておるところでございます。それはどういうことかとい

うと。住民の皆様方の健康や生命を守るという社会的使命と言いますか、公共的財

産というところからきているのだと考えますが、従いまして、仮に経済的な負担が

難しいと、診療報酬を支払うことが難しいという方についても医療は提供されるも

のであります。そうした中でその方々にとっては各種行政の福祉サービス等がござ

いますので、そうした治療費等のお支払いについては、行政のほうあるいは病院の

中では地域連携室あるいは医療相談室というのがありますので、そちらでご相談い

ただきながら治療について負担軽減、あるいは減免等の制度がありますので、それ

を利用して頂いて医療は提供すると。そのセーフティネットしての病院の使命を果

たしているところであります。以上です。 

○委員長（安冨法明君） よろしいですか。ほかに。はい、山中委員。 

○委員（山中佳子君） 先程、局長が言われましたように、この美祢市公営企業会計

決算審査意見書５４ページにおきまして、医師不足という収益確保における最大の

マイナス要因が経営努力では補えないレベルになっていることを示唆するものとな

っているとあります。平成２１年に答申されました美祢市病院事業あり方検討委員

会では、事業管理者が設置され責任の所在が明確化することによって職員の意識改

革、経営改善に向けた取組にも期待できると謳っています。２２年度には山大から

迎えた内藤管理者により山大からの医師派遣もスムーズになると思っておりました

が、結果的には毎年常勤医師の数は減少し、２２年度１５人と大幅な医師の不足、
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その上看護師の不足もあって、病院経営の厳しさは年々増してきているように感じ

ています。今年３月内藤管理者の退職に伴い、経営の要となる事業管理者のポスト

は今現在どうなっているのでしょうか、お尋ねします。 

○委員長（安冨法明君） 藤澤病院事業局管理部長。 

○病院事業局管理部長（藤澤和昭君） 只今のご質問にお答えしたいと思います。ま

ず最初に地方公営企業法の全部適用に移行したわけですが、現在その管理者はとい

うことでありますが、現在その管理者の職務については、地方公営企業法第１３条

第１項の規定に基づく美祢市病院事業管理者職務代理者規定に基づいて管理部長職

にあるものがこの職を行っておるところであります。なおこの管理者につきまして

は、先の３月議会で申し上げたとおり、本市の病院事業につきましては、その持続

安定と資質の向上に大きな力を頂いて、山口大学医学部から内藤先生の人事につい

て協力を求められたわけで、その際総合的な判断により大学側の意向を受け入れる

こととなっております。その結果、現在不在となっておりますが、こうした中にあ

っても前管理者の内藤先生には、本市病院事業の特別顧問に就任していただき、病

院運営に関するご意見を常に頂いておると共に、山口大学付属病院の岡病院長先生

に直接、本市病院事業の経営の効率化と経営基盤の強化のための方策やその運営に

対するご指導、ご助言を頂きながら、特に私ども病院事業局のみならず市長は大学

に行かれていろいろ享受されて、この運営にあたっており、現在その後任人事を進

めている最中であります。以上です。 

○委員長（安冨法明君） はい、山中委員。 

○委員（山中佳子君） 代理も認められてはいるとは思いますが、あまりこのポスト

の空白期間が長いと職員の士気にも係わりますし、命令指令系統が弱いとどうして

も守りに徹してしまい、思い切った改革、改善もできないのではないかと思いま

す。一日も早い正常な病院経営ができますように体制を整えて頂きたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

○委員長（安冨法明君） 答弁いいですか。ほかに質疑はございますか。よろしいで

すか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） 質疑がないようでございますので、本案に対するご意見は

ございませんか。よろしいですね。はい、三好委員。 
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○委員（三好睦子君） この議案には賛成ですが、入院をして入院患者さんが入院を

まだ必要としていたいけど、出来ないといって完治ではなく退院後のケアが必要な

のですが、自宅に帰らなければならないと。そういった面で訪問看護を頼まれると

いうことがあると思います。従事される訪問看護の看護師さんたちの健康維持の面

からも、増員があっても削減はない様にお願いいたします。それから先程は言われ

ましたのでよく分かりましたけど、削減がないようにお願いします。そして市長さ

んが９月１日の本会議の際に医療従事者が働きやすいようにと、病児保育を作りた

いと言われました。院内保育と合わせて作っていただきたいと思います。院内保育

の中に病児保育があって、市民の方も利用できるといった形態がいいのではいかと

思いますので意見を言います。以上です。意見とします。 

○委員長（安冨法明君） それではほかにご意見よろしいですね。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） それではですねこれより議案第２号平成２２年度美祢市病

院等事業会計決算の認定についての件を採決いたします。 

本案について原案のとおり認定することにご異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） 全員異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり認定

をされました。ここで前の時計で１１時３５分まで休憩をしたいというふうに思い

ます。お願いですが、ちょっと病院の関係でちょっと質疑を続けて急ぎましたが、

あと議案のですね３号と剰余金の処分は４号ですね一括して説明を受けたいという

ふうに思います。よろしくお願いをします。質疑・採決は別々に行います。 

午前１１時２７分休憩 

   

午前１１時３８分再開 

○委員長（安冨法明君） はい、再開をいたします。病院事業局が葬儀の関係で３名

ほど退席をしております。連絡しておきます。次に議案第３号平成２２年度美祢市

公共下水道事業会計決算の認定についてを審査をいたしますが、執行部の説明につ

きましては、先程休憩中に申し上げましたが、議案第４号の平成２２年度美祢市公

共下水道会計剰余金の処分についての件も関連がありますので、一括して説明をし

ていただきたいというふうに思います。執行部の説明を求めます。三戸管理業務課
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長。 

○上下水道事業局管理業務課長（三戸昌子君） 公共下水道事業会計決算書で説明い

たしますので、黄色いテープの決算書をお開き下さい。決算書第１ページをお開き

下さい。決算報告書でございます。収益的収入及び支出でございますが、収入の消

費税込みの決算額は、４億８，６３３万８，７２２円となりました。次ページをお

開き下さい。支出の消費税込みの決算額は、４億４，２４３万５，４２３円でござ

います。この結果、税込みの収入支出の差引額は、４，３９０万３，２９９円で収

入超過となりました。３ページをご覧下さい。資本的収入及び支出でございます。

まず、収入でございますが、決算額は、２億８，８２２万１，９００円でございま

す。４ページをお開き下さい。支出の決算額は、４億８，２７０万１，７４７円で

ございます。資本的収入額が資本的支出額に不足する額１億９，４４７万９，８４

７円及び消費税資本的収支調整額不足額４１６万３，４００円は、過年度分損益勘

定留保資金１，３１０万７，８３２円及び当年度損益勘定留保資金１億７，８５７

万６，６０６円で補填し、損益勘定の不足する額が繰越利益剰余金６９５万８，８

０９円で補填いたしました。次に財務諸表でございます。財務諸表についてのご説

明をいたします。５ページをお開き下さい。損益計算書でございます。営業収益と

営業外収益を合わせました収益合計額は、４億７，９０２万４，１６８円でござい

まして、前年度に比べますと３６１万１，１０６円の増加でございます。これは、

下水道使用料の伸びが主な要因でございます。費用としましては、営業費用、営業

外費用合わせまして、４億３，０９５万７，４６９円でございました。前年度より

８８８万８，７０３円の増加でございます。これは、総務費の委託料の増加が主な

ものでございます。この結果純利益が４，８０６万６，６９９円となりました。こ

れを前年度からの繰越利益剰余金２，３０３万２，９３５円と合わせますと、当年

度の未処分利益剰余金は、７，１０９万９，６３４円となりました。８ページをお

開き下さい。議案第４号でございます。剰余金の処分でございます。当年度の純利

益の中から地方公営企業法第３２条の規定によりまして、法定積立金であります減

債積立金として利益の２０分の１の２４０万４，０００円を積み立てまして、同法

第３２条第２項の規定によりまして、任意積立金であります建設改良積立金に６９

５万８，８０９円を積み立てるものでございます。合計９３６万２，８０９円を処

分するものでございます。この結果、６，１７３万６，８２５円と繰越利益剰余金
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として繰り越すものでございます。次ページ、９ページをご覧下さいませ。平成２

２年末の貸借対照表でございますが、３月３１日現在の資産合計は、１０ページの

二重線の欄でございますが、１４５億８２３万２，１４２円でございます。また、

負債の合計は、１０ページの最後の行になりますが４，０１５万７，１１２円でご

ざいまして、１１ページ下から２行目にございますが、資本合計は１４４億６，８

０７万５，０３０円となっております。負債資本の合計額は１４５億８２３万２，

１４２円で、資産の合計と等しくなっております。次は事業の報告でございます。

１４ページをお開き下さい。建設工事の概要でございます。平成２２年度は羽永準

幹線管渠敷設工事、下領地区管渠敷設工事等８件、その他公共ます設置工事１６

件、合計２，５６０万２，１５０円を行っております。次に１５ページをお開き下

さい。業務の報告をいたします。年度末処理区面積は１．６３ヘクタール増加しま

して６２２ヘクタールとなっております。管渠の整備が３４３ｍ進み、１１万２，

７８７ｍとなったことによるものです。年間処理水量は、１１１万８，４６８立方

メートル、有収水量は、９６万３，１２３立方メートル、前年より１万８，０１６

立方メートルの増となっております。これは、水洗化戸数が８６戸伸びたこと及び

使用量が伸びたことが原因と考えられます。それでは、１７ページをお開き下さ

い。次ページでございます。起債及び一時借入金の状況でございます。企業債でご

ざいますが、これは、工事請負費の財源として２，１００万円を借り入れ、４億

１，９７２万７，８４４円を償還いたしました。その結果、平成２２年度末の企業

債残高は４７億６，８２７万６，７２２円となりました。一時借入金については、

借り入れを行いませんでした。以上で平成２２年度公共下水道事業会計の決算に関

する説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○委員長（安冨法明君） 説明が終わりました。先に議案第３号につきまして、質疑

はございませんか。よろしいですか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） ないようでございます。本案に対するご意見はございませ

んか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） それでは、これより議案第３号平成２２年度美祢市公共下

水道事業会計決算の認定についてを採決します。 
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本案について原案のとおり認定することにご異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） 全員異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり認定

をされました。 

次に議案第４号平成２２年度美祢市公共下水道事業会計剰余金の処分についての

件の質疑を求めます。質疑はございますか。よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） ないようでございます。本案に対するご意見はございませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） よろしいですね。それでは、これより議案第４号平成２２

年度美祢市公共下水道事業会計剰余金の処分についてを採決いたします。 

本案について原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） 全員異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決

をされました。 

  それでは、ここで暫時休憩をいたします。再開は、１０分前ですので、午後１

時。よろしくお願いを申し上げます 

午前１１時５０分休憩 

   

午後 １時００分再開 

○委員長（安冨法明君） それでは再開をいたします。休憩前に議案の第４号まで終

わっております。 

  次に議案第６号美祢市有線テレビ放送施設の設置及び管理に関する条例等の一部

改正についてを審査をいたします。執行部より説明を求めます。末岡地域情報課

長。 

○総合政策部地域情報課長（末岡竜夫君） それでは議案第６号美祢市有線テレビ放

送施設の設置及び管理に関する条例等の一部改正についてご説明をいたします。こ

れまで、放送関係の法律は、放送法、それから有線ラジオ放送法、電気通信役務利

用放送法、それと美祢市有線テレビに関連する有線テレビジョン放送法の４種ござ
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いましたが、国におきます通信でありますとか、放送分野これの地デジ化に対応し

た制度の整理、合理化を図るために、本年の６月３０日施行の法改正によりまし

て、この４種全ての放送関係の法律が放送法１本に統合されました。またこれと同

じくして、秋芳有線に関連する有線放送電話法が電気通信事業法に統合されており

ます。以上のことに伴いまして、統合され廃止をされました法律から引用しており

ました美祢市有線テレビ放送施設の設置及び管理に関する条例、それと美祢市秋芳

地域情報通信施設の設置及び管理に関する条例、もう一つ美祢市テレビ放送中継用

施設の設置及び管理に関する条例、この三つの条例について、それぞれ所要の改正

を行うものでございます。なお、具体的な改正内容につきましては、この度の参考

資料の１、２、３ページのほうに記入しております。説明は以上でございます。ご

審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（安冨法明君） 説明が終わりました。本案に対する質疑はございません

か。よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） 本案に対するご意見はございませんか。よろしいですね。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） それではこれより議案第６号美祢市有線テレビ放送施設の

設置及び管理に関する条例等の一部改正についてを採決いたします。 

本案について原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） 全員異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決

されました。 

次に議案第７号美祢市暴力団排除条例の制定についてを審査いたします。執行部

より説明を求めます。倉重総務部次長。 

○総務部次長（倉重郁二君） それでは、議案書の７―１ページをお開き願いたいと

思います。議案第７号美祢市暴力団排除条例の制定についてご説明を申し上げま

す。本条例は山口県暴力団排除条例が、本年４月１日から施行されたことに伴いま

して、県内の市、町が歩調をそろえ、条例を制定し、県下市、町が一丸となって、

暴力団排除対策を推進しようとするものでございます。暴力団による市民生活、社

会経済活動等に対する悪影響を排除し、市民生活の安心と平穏の確保に寄与するこ
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とを目的といたしまして、市及び市民等が取り組むべき責務や、市が実施する支援

や措置、また暴力団への利益供与の禁止を柱といたしまして、暴力団を孤立化させ

るための施策を講じながら、暴力団排除対策を推進していくものであります。それ

では、各条項につきましてご説明を申し上げます。まず条例の１条から５条にかけ

ましては総則といたしまして、目的、定義、基本理念、市及び市民等の責務を明記

しております。次のページになりますが、６条から９条では、暴力団の排除に関す

る基本的施策等ということで、定義しております。１０条では青少年の対する暴力

団の影響を阻止するための措置を、１１条で警察との連携について、そして１２

条、１３条では暴力団に対する利益供与、威力利用の禁止を規定しております。な

お、この条例の施行につきましては、平成２３年１０月１日からということで予定

をしております。以上で説明を終わらせていただきます。 

○委員長（安冨法明君） 説明が終わりました。本案に対する質疑は、ございません

か。はい、南口委員。 

○委員（南口彰夫君） あのね、暴力団の排除条例。市長の初日の提案説明の中に、

美祢市内には組織暴力団と言われる事務所を言うたんじゃろうね。構成員がいない

かどうかっていうのは、確認取れんわいね。それで、本来暴力団が市民生活の中に

はびこっているというのが、従来であれば、特に商店街とかそういう経済活動が活

性化しているところ、まあ福岡とか小倉とかね。山口県は下関を除いて、経済がす

ごく落ち込んでいるから、まして美祢市じゃあ組織暴力団が事務所を持ったり、そ

れで生活を営んだりというのは無理だと。ただこれが今、厚生労働省等も含めて都

道府県ですでに調査始めているんだろうと思うんですが、飯が食えなくなった指定

暴力団の構成員が、世の中には人のええ人もおるから、気の毒なとかかわいそうな

とかいうことで、困っちょる人を助けんにゃいけんという、中にはおっちょこちょ

いの人が市の福祉事務所に連れて行って、食うに困っちょるから生活保護を受けさ

せちゃってくれんかということで保護の申請をし、生活保護を受給しているという

ことが明らかに少しずつなってきよるんですね。それを市や県も今後、かなりの数

が出てくるんではないかと言われているんです。そういうことも含めて、とりわけ

美祢市で暴力団排除条例がなぜ必要かと言えば、町を歩いて暴力団の事務所や暴力

団らしき人達と、美祢市内で接触するっていうのは、ほとんどありえんのですね。

ところが先ほど申したように、それが行政の中にいろんな生活扶助も含めて、制度
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的に深く沈んでしまっていって、それで措置を受給したりどうのこうのした場合

は、非常にわかりにくいということがあるので、この条例の制定をもって具体的

に、そうした暴力団が生活保護を受けて沈んでいると、潜んでいるというものを具

体的のどう対応していこうとされているのか、その点をお尋ねしたいと思います。 

○委員長（安冨法明君） はい、倉重総務部次長。 

○総務部次長（倉重郁二君） それではただ今のご質問にお答えしたいと思います。

市民の中に紛れております暴力団につきましては、なかなか把握等が大変難しいと

ころがあるかと思いますが、この条例にありますように、警察との連携を密にいた

しまして、そういう事例がないよう、また、あれば適性に対処してまいりたいとい

うふうに考えております。以上です。 

○委員長（安冨法明君） 南口委員。 

○委員（南口彰夫君） あの、警察じゃわからんのやないかね。警察があの人は指定

暴力団員ですよっていうような形で、美祢市内に存在はしないんだろうと思うんで

すね。ですから、今全国的に問題になっているのは、指定暴力団の構成員が、生活

保護で生活しよる人間がもう何千人単位じゃない、全国的に調べたら。もっとおる

んではないかって国も言いよるわけです。それに行政の防護策として、私はこの条

例の制定の大きな意味が。美祢市の場合は市長が言ったように、町の中に指定暴力

団が事務所を構えるとか、町をごろごろするということはもうほとんどありえな

い。ただ全国的にそういう行政の生活保護等の中で、生活をするというのが全国的

に、あっちこっち相当の数がおるって言われていると。その中で、ただ単にお金が

ないから病院はとりあえず治療や手当てをして、必要な薬も支給しなければならな

いけど、なんもかんもただでやれって言ってるわけじゃないですからね。そうする

と、生活保護者の中にそうしたものが紛れ込んできたときに、行政がどう対応する

かって言っても、警察と相談したけえって、生活保護者のリストを警察に渡すこと

はできんでしょう。個人情報保護で。だからそれを監査するのは県がするし、決定

をするのは県がするし、対応するのは市の窓口がするわけやから。それを、この条

例の制定との関係で、行政が具体的にどのような手立てを取りながら、そうしたも

のが紛れ込まないように、チェックするのかというのは、独自の手立てがいるので

はないでしょうか。どう思われますか。以上。 

○委員長（安冨法明君） 倉重総務部次長。 
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○総務部次長（倉重郁二君） そのあたりは確かに大変難しい問題だと思います。そ

のあたりにつきましては、警察での把握というのは難しいところでございますが、

私どもの把握というのが大変難しいところでございますので、警察との連携、また

市民等の情報等、的確に判断して、そのあたりは対応してまいりたいというふうに

思っております。以上です。 

○委員長（安冨法明君） よろしいですか。南口議員。 

○委員（南口彰夫君） 私はこの条例は生活保護法との関係で、組織暴力団の構成員

が、全国的にも生活保護を受給しながらということが非常に大きくなっていると。

これ厚生労働省が都道府県に調査を依頼し、市町村が調べた結果、相当数の数がい

るということが明らかになったということに基づいて、そういう市民生活だけじゃ

のうて行政の中も含めて、きちんとした対応が必要だということで出された条例で

はないかと思ったんですが。美祢市の隅から隅まで、組織暴力団が事務所を抱えて

どうこうって言うんじゃったら、空き家対策があるんじゃから、来てもろうてもえ

えけどね、家賃ちゃんとはろうてくれれば。ところがそうした経済効果があるよう

な町じゃないから、事務所を構えて組織暴力団が来るようなことは考えられない

が、生活ができなくなったそういう組織暴力団が、美祢市の中に住民票を移して、

生活保護を受けてどうこうということが、一番大きな問題になってきているという

ことのために、今現状はね。現状はそうなってきよるために、特にこうした条例で

対応することが必要なんだというのではないのかと聞きよる。生活保護っていうの

は市民福祉部じゃろ。そことの関係、警察はええそいね、警察は向こうは仕事やか

ら。ところが今まで行政が暴力団の排除をするための条例化をして、わざわざ条例

をつくって、そうした対応をしなければならないということは、行政の中にいろん

なお金を窓口でもらいに来るというのは、全国的に相当の件数が出てるっていう報

告は聞いたことがあるんじゃ。それに対して美祢市が、市民福祉部を窓口にしなが

ら、どういうチェックをしていくんかっていうたら、警察に問うって言うたって、

個人情報は絶対に戻せんやろ。見た目が見るからに行儀は悪いし、態度は悪いし、

おおちゃくなって、図体大きいし、かばちはたれるし、なんとなく私みたいじゃけ

どやね、食うに困って、病気は多いし、生活できんから生活保護の申請をしてくれ

って言うてよ。訳わからんこと言いよるけれども、こういう人間が住所、名前、本

籍地、書いて、資料をよ。この人はまともな人じゃろうか、それとも組織暴力団の
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構成員やろうかって、聞かれないわけでしょ。聞かれんるんかね。そういう連携を

取るちゅう意味かね。第１１条のへんから。 

○委員長（安冨法明君） あの、いま生活保護の関することで、認定にあたっての主

管課の対応ちゅうのがあると思うんですね。その辺を説明されんとわかりにくいん

かな。ええです。倉重総務部次長。 

○総務部次長（倉重郁二君） 今回の条例の制定につきましては、先ほど言われてい

るところもあろうかと思いますけれども、こちらにつきましては、本市には組合事

務所はありませんけど、市内にいつ組合事務所が進出してくるかもわかりません。

そこで前もってですね、関係を断つために、その姿勢を示した暴力団排除に関する

基本理念を定めましたこの条例を制定するものであります。そういう中で先ほどか

らの生活保護の不正受給等も、今後この条例に基づきまして、いろいろ調査もして

いくようになろうかと思いますが。ということでございます。 

○委員長（安冨法明君） ほかに。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） よろしいですか。それでは、本案に対するご意見はござい

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） よろしいですね、はい。それでは、これより議案第７号美

祢市暴力団排除条例の制定についてを採決いたします。 

本案について原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） 全員異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決

されました。 

次に議案第８号美祢市税条例等の一部改正についてを審査いたします。執行部よ

り説明を求めます。小田税務課長。 

○総務部税務課長（小田正幸君） それでは、議案第８号美祢市税条例等の一部改正

についてご説明申し上げます。議案８－１ページをお開き下さい。参考資料は、４

ページになります。本議案は、このたび、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対

応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律、地方税法施行令

等の一部を改正する政令及び地方税法施行規則の一部を改正する省令が公布施行さ
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れたため、美祢市税条例等の一部を改正するものでございます。改正の内容といた

しましては、寄附金税額控除の適用下限額を５，０００円から２，０００円に引き

下げること及び租税罰則の見直し等が主なものであります。以上でございます。 

○委員長（安冨法明君） 説明が終わりました。それでは、本案に対する質疑は、ご

ざいますか。はい、三好委員。 

○委員（三好睦子君） 申告書不提出の場合に罰金が３万円だったのが１０万円にな

るということなんでしょうか。お尋ねします。 

○委員長（安冨法明君） はい、小田税務課長。 

○総務部税務課長（小田正幸君） この度の罰則強化につきましては、市民税の納税

管理人の不申告に関する過料、先ほど議員より指摘のありました市民税に関する不

申告に関する過料等、１１個の罰則強化が図られており、３万円が１０万円になっ

たものが８本、新たに１０万円とする過料が設定されたのが３本となっておりま

す。以上でございます。 

○委員長（安冨法明君） はい、三好委員 

○委員（三好睦子君） 市長の提案説明の中で、９ページなんですが、租税罰則の見

直し等が主なものですとありますが、租税罰則っていうのが、今の３万円が１０万

円になっただけじゃなくて、ほかにもエスカレートして、（発言するものあり）罰

則が強化になって、差し押さえとかが強化されるのかどうか、お尋ねします。  

○委員長（安冨法明君） はい、小田税務課長。 

○総務部税務課長（小田正幸君） 差し押さえの強化ではなくて、先ほど申しました

ように、申告しなかった人に対する過料が、３万円が１０万円になったということ

と、今まで３万円の過料をかけてなかったところについても、１０万円に新たに過

料になった分が３点あるということでございます。（発言するものあり） 

○委員長（安冨法明君） 南口委員。 

○委員（南口彰夫君） この納税義務者って言うのは、市民のすべての人らの納税義

務者ちゅう意味じゃないやろ。ここで言うちょる。（発言するものあり）鉱産税と

かいうのは事業所じゃあね。納税義務者ちゅうのは、成人したもの、成人しちょら

んでも働きよるものじゃったら、所得税も含めてやね。納税義務者ちゅうのは、ど

ういう人たちを、ここで言う、条例で言う対象にしちょるんかね。（発言するもの

あり） 
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○委員長（安冨法明君） はい、小田税務課長。 

○総務部税務課長（小田正幸君） ３４条の７は、寄付金税額控除の所得割の納税義

務者ということでございます。 

○委員（南口彰夫君） それはどういう人たちが対象になるん。 

○総務部税務課長（小田正幸君） 個人で所得割がかかっている納税されている義務

者、納税義務者。それの 

○委員（南口彰夫君） 所得割っちゃなんか。 

○総務部税務課長（小田正幸君） 市民税の中には所得割と均等割というのがござい

まして、ある一定の所得がある人には、均等割と所得割というのが両方かかってく

るわけでございます。 

○委員（南口彰夫君） 市民税か。それなら勤労者は全部対象になるね。すべての人

が対象になるちゅうことじゃろ。（発言するものあり） 

○委員長（安冨法明君） よろしいですか。ほかに。三好委員。 

○委員（三好睦子君） 提案説明の９ページなんですが、租税罰則の見直しが主なも

のでってありますけれども、この見直しで、納税の率って言うか、それがよくなる

とお考えなのでしょうか。 

○委員長（安冨法明君） はい、小田税務課長。 

○総務部税務課長（小田正幸君） 現在提案しております１１の過料の罰則強化なん

ですけれども、過料は刑罰ではなくて、行政上の秩序罰でありますから、市税等の

条例に対する義務違反に対しての制裁ということでありまして、それをもって単純

に納税率が上がるということではございません。 

○委員長（安冨法明君） よろしいですか。（発言するものあり）竹岡委員。 

○委員（竹岡昌治君） 南口委員も質問されたし、罰則規定のことは市民の所得税と

おっしゃったんですが、もうちょっと詳しく説明されたほうがいいんじゃないです

か。固定資産税、所得税も含めてですね、軽自動車税、それから鉱産税、それから

土地保有税、すべてに関わりあってるでしょう。ですからもうちょっと詳しく、退

職所得の申告に不提出だとかですね、そういうのがありますんで、ちょっと説明も

う１回きちんとされたほうがいいと思いますよ。 

○委員長（安冨法明君） はい、小田税務課長。 

○総務部税務課長（小田正幸君） それでは罰則規定について詳しくご説明申し上げ
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ます。まず最初が、市民税の納税管理人にかかる不申告に関する過料、これが３万

円から１０万円に改正となっております。参考資料の４ページ、第２６条のところ

が、今説明したものでございます。次が市民税に関わる不申告に関する過料、これ

が３万円が１０万円。これが７ページの３６条の４、市民税にかかる不申告に関す

る過料でございます。次が退職所得申告書の不提出に関する過料、これが５３条の

１０になりまして、市民税に関わる不申告に関する過料の次のところでございま

す。これが３万円が１０万円になるということでございます。次に固定資産税の納

税管理人に関わる不申告に関する過料、これは第６５条でございまして、７ページ

の次の８ページでございます。これが３万円が１０万円となる改正でございます。

次に固定資産税に関わる不申告に関する過料、これは第７５条、同じページの中ほ

どにございます。これが３万円が１０万円となる改正でございます。次に軽自動車

税に関わる不申告に関する過料、これは第８８条でございまして、固定資産税の今

さっき申しました次のところでございまして、３万円が１０万円に改正になるもの

でございます。次がたばこ税に関わる不申告に関する過料、これは第１００条の、

８ページの過料を課してなかったために、新たに設けたものでございまして、８ペ

ージの一番右下でございます。第１項に新たに１０万円の過料を科することとして

おります。次に鉱産税に関わる不申告に関する過料でございます。これは次のペー

ジの、これも新たに１０万円の過料を科すものでございまして、改正案の上から３

行目の第１項に１０万円新たに科すものとしております。次が鉱産税の納税管理人

に関わる不申告に関する過料、これが第１０７条で次にあります、これが３万円が

１０万円なるものでございます。大変失礼しましたけれども、先ほどたばこ税の新

たに１０万円を課する前に、もうひとつ軽自動車税ににかかる不申告ということ

で、ちょっと８ページに戻っていただいて、３万円が１０万円となる改正でござい

ます。次の１３３条でございまして、鉱産税の納税管理人の次に特別土地保有税の

納税管理人に関わる不申告に関する過料ということで、３万円が１０万円の改正と

なっております。次に特別土地保有税に関わる不申告に関する過料ということで、

新たに９ページの一番下の１３９条の２でございます。これに１０万円を新たに科

すようにしたのが今回の改正の内容でございます。以上でございます。 

○委員長（安冨法明君） よろしいですか。（発言するものあり）はい、三好委員。 

○委員（三好睦子君） 特別土地保有税って何でしょうか。それと、不申告っていう
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のは、確定申告のときにそれをしなかったっていう意味なんでしょうか。３月１５

日までに確定申告して申告すればいいんですが、それに乗っからなかった時に再度

申告することはできますが、そういうところの面はどうなんでしょうか。どこでこ

う。（発言するものあり）９ページです、特別土地保有税。この基準っていうか、

どうなのでしょうか。 

○委員長（安冨法明君） 小田税務課長。 

○総務部税務課長（小田正幸君） 特別土地保有税におきましては、５，０００平米

以上の所有者又は取得に対してかかるものでございますが、平成１５年度の税制改

正におきまして、土地流通に関する税負担を軽減する観点から、平成１５年度以降

の当分の間課税を現在停止しているところでございます。以上でございます。 

○委員長（安冨法明君） 南口委員。 

○委員（南口彰夫君） 市長、ここ一番ちゅう時に市長。あのね、ずっと読んでいき

よったら、例えば１０５条の２の鉱産税の納税者が正当な理由なく、前条による申

告書に同条に規定する申告書の提出期限までに提出しなかった場合においては、そ

の者に対しては１０万円以下の過料を科するって、ここまででちょるんじゃけど、

鉱産税って俺ら納めようと思っても、それだけの山もなけんにゃ掘る石もないし、

これはかなりさっき竹岡委員も聞きよったんじゃけど、中身が幅が広いんよね。こ

れを改めて、簡単にわかりやすう一言、それを３万円を１０万円に改めると、基準

を。しかもそれは税の納税者はすべてのものに対象になると。山林所得であろうが

何であろうが。それをこの今の時期に３万円を１０万円に引き上げるということの

意味を簡単に説明してもらえんじゃろうか。本来なら普通国の法改正の基づいてど

うのこうのということで、国がそうしたから市町村もいやでもせんにゃいけんって

いう単純なものなら、あんまり議論してもしょうがないしね。よろしく。 

○委員長（安冨法明君） はい、村田市長。 

○市長（村田弘司君） 今南口議員が私のほうに振られたんで、私は税のスペシャリ

ストじゃないですけれども、市政全般を包括しちょる立場から、一言申し上げたい

と思います。今、三好委員、小田税務課長が説明しましたようにですね、いろんな

税にわたっております。わかりやすく言ったらですね、申告に時期までにきっちり

正当な理由がなく申告しなかったものについては、過料という言葉を使っています

が、罰金ですこれは。簡単に言えば。今まで３万円やったものを１０万円にします
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よと。全くなかったものについても１０万円にしますよという罰金です。いいです

かそれで。 

○委員長（安冨法明君） はい、三好委員。 

○委員（三好睦子君） 誰も確定申告はしているんじゃないですか。 

○委員長（安冨法明君） 村田市長。 

○市長（村田弘司君） これはですね、国が法改正をして、それに基づいて今回条例

に関連するものについては、うちの条例を変えなくちゃいけませんから、法律が変

わりましたら、だからきょうはそれをお出ししておるということで、美祢市が勝手

になっているわけではないです。全国統一的にこのことになったということで、理

解していただきたい思います。 

○委員長（安冨法明君） よろしいですか。よろしいようでございます。他に。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） 本案に対するご意見はございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） よろしいですね。（発言するものあり）それではこれより

議案第８号美祢市税条例等の一部改正についてを採決いたします。 

本案について原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） 全員異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決

されました。 

次に議案第９号美祢市都市計画税条例の一部改正についてを審査いたします。執

行部より説明を求めます。小田税務課長。 

○総務部税務課長（小田正幸君） 議案第９号美祢市都市計画税条例の一部改正につ

いてご説明申し上げます。議案書の９－１ページをお開き下さい。なお参考資料

は、２４ページになります。本議案は、このたび、現下の厳しい経済状況及び雇用

情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律、地方税

法施行令等の一部を改正する政令及び地方税法施行規則の一部を改正する省令が公

布施行されたため、美祢市都市計画税条例の一部を改正するものでございます。改

正の内容としましては、固定資産税における特例措置の期限満了に伴い、特例措置

が廃止されたことによる条項の廃止や調整が主なものでございます。以上で説明を
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終わります。 

○委員長（安冨法明君） 説明が終わりました。本案に対する質疑は、ございません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） よろしいですか。本案に対するご意見はございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） それではこれより議案第９号美祢市都市計画税条例の一部

改正についてを採決いたします。 

本案について原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） 全員異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決

されました。 

次に議案第１４号美祢市公共下水道事業の設置等に関する条例の一部改正につい

てを審査いたします。執行部より説明を求めます。三戸業務管理課長。 

○上下水道事業局管理業務課長（三戸昌子君） 議案第１４号は、美祢市公共下水道

の設置等に関する条例の一部改正についてでございます。参考資料は３６ページで

ございます。ではご説明申し上げます。これは、美祢市公共下水道事業計画の変更

により、平成３５年度を目安に、計画の処理面積、計画処理人口、一日最大処理能

力を改めましたので、その変更認可に基づき、条例を改正するものでございます。

この条例の第４条第２項経営の規模でございます。第１号の計画処理面積を、８３

８ヘクタールから８４１．８ヘクタールに改正するでありまして、これは下水道本

管布設計画地区の０．６ヘクタール及び現在区域外流入をしております地域３．２

ヘクタールを計画区域に追加するものでございます。また、現有施設の能力に合わ

せまして、同条同項第２号の計画処理人口を、１６，１２０人から９，６３０人に

改正し、第３号の１日最大処理能力を１２，７００立方メートルから６，６００立

方メートルに改正するものでございます。以上でございます。よろしくお願いいた

します。 

○委員長（安冨法明君） 説明が終わりました。本案に対する質疑は、ございません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○委員長（安冨法明君） 本案に対するご意見はございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） それでは、これより議案第１４号美祢市公共下水道事業の

設置等に関する条例の一部改正についてを採決いたします。 

本案について原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） 全員異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決

されました。 

次に議案第１５号美祢市水道事業の設置等に関する条例の一部改正についてを審

査いたします。執行部より説明を求めます。三戸管理業務課長。 

○上下水道事業局管理業務課長（三戸昌子君） 参考資料の３７ページでございま

す。議案第１５号美祢市水道事業の設置等に関する条例の一部改正について、ご説

明申し上げます。ご存じのとおり、平成２３年１０月から美祢市社会復帰促進セン

ターのセンター生の定員が増加することとなっております。センター拡張に伴い、

施設への給水量の増加が必要となりましたので、平成２１年度から設計を始め、２

２年度から麻生簡易水道の取水場整備、送水管工事等の水源増補工事をしておりま

す。今年度は電気設備工事をしております。このことにより、麻生地区簡易水道経

営を変更いたしましたので、その認可に基づき同条例を、給水人口を１，６００人

から１，７１０人に、一日最大給水量を １，０６０立方メートルから１，２５５

立方メートルに改めるものでございます。以上でございます。 

○委員長（安冨法明君） 説明が終わりました。それでは、本案に対する質疑は、ご

ざいませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） 本案に対するご意見はございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） それではこれより議案第１５号美祢市水道事業の設置等に

関する条例の一部改正についてを採決いたします。 

本案について原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） 全員異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決
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されました。 

次に議案第５号平成２３年度美祢市一般会計補正予算（第６号）を審査いたしま

す。執行部より本委員会所管事項について説明を求めます。重村局長。 

○議会事務局長（重村暢之君） それでは一般会計補正予算第６号につきまして、ご

説明をいたします。最初に歳出からご説明をさせていただきます。補正予算書の５

－１２、１３ページをお開きいただきたいと思います。議会費でございます。１３

ページの説明欄、００３議会経費、修繕料でございますが、５０万円増額補正して

おります。これは、現在議場の傍聴席は階段が急で危険なため、高齢者の方でも傍

聴がしやすいように、階段、手すりの改修を行うものでございます。以上です。 

○委員長（安冨法明君） 末岡地域情報課長。 

○総合政策部地域情報課長（末岡竜夫君） 続きまして同じく５－１２、１３ペー

ジ、その下２款総務費、１項総務管理費でございます。目一般管理費、説明欄に電

算管理経費とございまして、４，７７２万９，０００円を計上しております。これ

は外国人住民でございますが、外国人住民の方が新たに住民基本台帳法の適用対象

に加わるとします国の住民基本台帳制度の変更に基づきます電算システムの改修費

用に対する費用でありまして、この度国より具体的な変更制度内容が確立されたこ

とによりまして、補正予算計上させていただいたものでございます。内訳といたし

ましては、システム対応作業等の電算システム改修委託料といたしまして、４，０

２１万５，０００円、システムに対応する住基サーバー等の電算機器の備品購入費

として７５１万４，０００円を計上しております。続きまして、同じく総務管理費

の中の目１４公共交通対策費でございますが、ＪＲ美祢線利用促進事業として、４

９１万４，０００円を計上しております。これはＪＲ美祢線利用促進の取組の一環

として行いますＪＲ美祢線乗車体験事業に要する費用でございまして、ＪＲ美祢線

の回数券購入に係る通信運搬費でございます。具体的には、復旧されますＪＲ美祢

線に市民の皆さまにご乗車していただくために、美祢駅、厚保駅間の回数券、これ

と美祢駅、於福駅間の回数券、それぞれ１枚ずつを市内の全世帯に無料配布をする

ものでございます。この事業によりまして、今後、ＪＲ美祢線を支えていただきた

い市民の皆さまに、ＪＲ美祢線の良さやありがたさというものを再認識していただ

き、今後のＪＲ美祢線利用に対するきっかけづくりとするものでございます。以上

でございます。 
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○委員長（安冨法明君） 奥田財政課長。 

○総務部財政課長（奥田源良君） それでは歳入のほうの説明をさせていただきま

す。５－８ページ、９ページをお開きいただきたいと思います。１０款地方交付税

でございます。こちらに２億７，２４８万６，０００円補正してございます。内訳

でございますけれど特別交付税でございますが、４，１３０万円でございます。こ

れは先ほどの電算システムの改修経費及び災害関係のプール分を４，１３０万円補

正したものでございます。続きまして、１枚めくっていただきまして５－１０、１

１ページのほうでございます。１７款の寄付金でございます。目１の一般寄付金で

ございます。こちらに２１０万円計上してございます。これは、於福町下の白井英

子様、豊田前町麻生下の原田和雄様、伊佐町堀越の若松泰子様、三方より寄付金を

いただいたものでございます。最後になりますが、２１款市債でございます。８目

の臨時財政対策債でございますが、この度１億７，０１０万円を減額してございま

す。臨時財政対策債につきましては、ご承知のとおり地方公共団体に配分される地

方交付税が足りないため、その不足分の金額の一部を市町村が借金をしてまかなっ

ております地方債がありまして、地方交付税を補完するものでございます。今回の

減額理由は、本年度国の収入が増加したことに伴いまして、地方交付税が増加しま

した結果、地方の財政不足が減少したことにより、臨時財政対策債が減少している

ものでございます。以上でございます。 

○委員長（安冨法明君） 説明が終わりました。本案に対する質疑は、ございません

か。布施委員。 

○委員（布施文子君） 第２款の総務費、公共交通対策費の中のＪＲ美祢線利用促進

事業で、今、ご説明には市民に回数券の全世帯に配布するというご説明でしたが、

これに決められた目的といいますか、その効果をどう考えて、このように決められ

たのかを質問いたします。 

○委員長（安冨法明君） 末岡地域情報課長。 

○総合政策部地域情報課長（末岡竜夫君） 先ほど説明の中でも若干触れましたが、

まずＪＲ美祢線に乗って、その良さ、ありがたさ、これを再認識していただきた

い。それにはまず無料乗車券を手元にあればとりあえず乗ってみようというお気持

ちになりますので、そこで初めて今後の利用のきっかけ作りということにしていき

たいというふうに考えております。これがこの事業の目的と考えております。以上
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です。 

○委員長（安冨法明君） 布施委員。 

○委員（布施文子君） 乗ってもらいたい、その気持ちは大変良くわかります。それ

からせっかく復旧したんですから、みんな乗ってそしてこの利用促進を図りたいと

いう思いは、私どもも同じ、執行部の方々も同じ思いでいらっしゃると思います。

しかし、そのこれだけの約５００万円のお金をかけて、それが無駄になるという思

いはなさいませんでしたか。 

○委員長（安冨法明君） 末岡課長。 

○総合政策部地域情報課長（末岡竜夫君） 布施委員のご質問にお答えいたします。

効果的であると考えた末の事業というふうに考えております。以上です。 

○委員長（安冨法明君） 布施委員。 

○委員（布施文子君） 効果的であるとお考えになったということですが、それはそ

れとして、それは一時的なものになると思いますので、これをもう少し一時的なも

ので終わらせずに、もうひとつ魅力のある取り組み、継続的にこのＪＲを利用しよ

うという市民の意欲が高まるような取り組みも考えていらっしゃるかどうかお伺い

いたします。 

○委員長（安冨法明君） はい、村田市長。 

○市長（村田弘司君） きょうは８日ですが、マスコミ等でご覧になったんじゃない

かと思うんですが、テレビジョンも全社来ておりましたから、６日の日の夜、議会

の委員会が終わりまして、ＪＲ美祢線の利用促進協議会ということで、私が美祢市

長が会長となっています。山陽小野田市の市長、それから長門市の市長が副会長と

いうことで、ＪＲ沿線各市の様々な団体等の方が委員に入られまして、今後どうい

うふうな形でやっていけば、この美祢線、我々にとりましてこの美祢線の大切さ

が、不通になった期間が１年余りあったことによって、この大事さが再認識できた

というふうに思っております。今後ですね今までと同じことをしておったら、それ

でなくてもこの災害の前に利用客の方々が減られて、廃線の憂き目にあおうかとい

うことであったわけです。これを今回この災害をきっかけにですね再認識をいたし

て、鉄橋も架け替えていただきました。線路も随分大きなのをかけて、ＪＲ西日本

やっていただきました。あの時あの災害があって、もういずれにしても利用客が減

っておるから、この線を美祢線を廃止にしても、致し方ないんじゃないかとことを
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ＪＲ西日本から言われてもしょうがない状況だったんです。それを我々沿線３市、

それから県のご協力を得て、どうにか復旧に結び付けてもらいたい。それには今後

利用促進について精一杯やらせていただくからと、約束をいたしましてねやってき

たわけです。その結論を、きょうから言えばおとといになります６日の日の午後

に、利用促進協議会の中で発表させていただきました。１０項目３８事業、ですか

ら今もっと魅力的なことがあるんじゃないかとおっしゃったけれども、まだまだほ

かのことをやります。われわれ美祢市もやりますし、３市合同でもやりますし、県

も協力されます。そして、単独でそれぞれの市もやられます。様々なこと一生懸命

やっていかないと、この美祢線がせっかく復旧していただきましたけれども、廃線

の憂き目になるということも避けては通れないと、非常に強い危機感を我々３市は

持っておるということです。その中で今回のこの議案につきましてもですね、おそ

らくこの美祢市に住んでおられる方、山陽小野田市に住んでおられる方、長門市に

住んでおられる市民の方々がですね、美祢線は通っておったけれども、ここ近代１

０年、２０年乗ったことがないという方が、ほとんどではなかったかと思います。

ですから今回こういうふうな形で、誇りは若干変わりますけれども、どうか美祢線

に乗ってみてください。その良さを感じてください。そして市民の方々が自分たち

の気持ちとしてですよ、この３市の、この美祢線を守っていくという気持ちになっ

ていただかない限り、他市の方々、県外の方々、国民の方々から、このＪＲ美祢線

がどうしても必要だという思いになってもらえないと思います。ＪＲ西日本も含め

てですね。その思いを込めてそのきっかけ作りにしたいということで今回提案をさ

せていただいたということですね。ですから沿線３市、そして県、全体の考え方を

受けて、その中の一環として今回の提案をされておるというふうにご理解頂きた

い。ということです。 

○委員長（安冨法明君） はい、布施委員。 

○委員（布施文子君） 市長さんの思いも私ども市民の思いも同じでございます。沿

線各市も同じようにこの度無料券を配付を決められたんですか。 

○委員長（安冨法明君） はい、村田市長。 

○市長（村田弘司君） それぞれの市が、それぞれの市として知恵を絞られて、どう

いうふうな形がこの利用促進に繋がるかということを出してこられます。長門市に

おかれては、独自に長門市だけの利用促進の協議会を立ち上げられて、私のほうか
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ら言う訳にはいきませんけれども、このお金以上の金を予算化をされて執行される

お気持ちがあるようです。ということを付け加えさせて頂きます。 

○委員長（安冨法明君） はい、議長。 

○議長（秋山哲朗君） ６日の日のですね会議に私出ておりますし、その時の資料を

持っておりますから、議会の全協等でその資料を配ってですね、議員の皆さんには

説明したいというふうに思いますので、いろんな事業を美祢市として考えておられ

るところがありますので、それを持って説明したいと思いますが。 

○委員長（安冨法明君） ほかに質疑はございますか。よろしいですか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） ないようでございます。本案に対するご意見はございませ

んか。よろしいですね。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） それではこれより議案第５号平成２３年度美祢市一般会計

補正予算（第６号）を採決いたします。 

本案について原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） 全員異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決

されました。 

以上で本委員会に付託されました議案１１件につきまして、審査を終了いたしま

した。その他、委員の皆様から何かございましたらご発言をよろしくお願いしま

す。はい、山中委員。 

○委員（山中佳子君） ９月１日号の広報みねにおきまして、まちかどホットライン

の欄で７月２１日仙台から美祢市のほうへ被災された方がこられたということで、

美祢市の支援に対するお礼に来られたとありますが、３月１１日の震災以後、市長

は雇用促進住宅等の確保をして被災された方を待つというふうなことをおっしゃっ

てますが、この方はどうもそういうところに入られたわけではないようですが、市

としてはどのような支援をされましたでしょうか、お聞きします。 

○委員長（安冨法明君） はい、倉重総務部次長。 

○総務部次長（倉重郁二君） この度於福のほうに来られた方につきましては、直接

ですね被災に合われた方ではございません。間接的にこちらのほうに遠縁がござい
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まして、美祢市のほうへ来られたということでございます。従いまして、支援につ

きましては、直接支援をしてはおりませんけど、間接的にいろんな市としてのでき

る手続き等の面倒等みておりまして、そういう関係で市のほうへ一応ご挨拶に来ら

れたということでございます。以上です。 

○委員長（安冨法明君） はい、山中委員。 

○委員（山中佳子君） 文面からしますとですね、仙台市で東日本大震災で被災され

たご夫婦と長男三人が於福町に避難して来られ、市の支援に対するお礼に来庁され

ましたというふうにありますが、これ過大広告と言うか（発言する者あり） 

○委員長（安冨法明君） はい、村田市長。 

○市長（村田弘司君） この方はですね於福町ですね本市のですね縁というかお母さ

んがご出身なんですよね。ご夫婦と、お子さんお一人と、お腹にもう一人いらっし

ゃるけど、３人プラスもう一人お生まれになると思いますけれども、そのお父さん

お母さんのまたお母さん。ですから今連れてこられたお子さんからすれば、おばあ

ちゃんに当たる方がですね於福のご出身ということで、今、直接被害をお受けにな

ってないというふうにちょっと言いましたけど、住居が被害を受けられたじゃなく

て、沿岸部に工場にお勤めだったんですが、そこが被害を受けられた。丁度津波の

時に働いておられたご主人がですね。ライフセーバーの資格を持っておられたとい

うことで、とにかく車で帰られた人は皆海にのまれて亡くなられたそうです。津波

にのまれてですね。その方がライフセーバーしておられたということで、高い所に

逃げたほうが良いということで、その人の指導でかなりの工員の方が従業員の方が

高い所にずーっと上がられて、その方々は助かったそうです。ちょっと話が長くな

りますけど、全然携帯も通じませんから奥さんはもうご主人は亡くなられたと思っ

ておられたらしいんですが、その高い所から降りられて、がれきの中を二日後だっ

たかな髪の毛を振り乱して、その辺に流れてた自転車をガシャガシャいいながら走

りよったら、奥さんが車よけながら来られて、すれ違った時にまさか自分のご主人

と思われんで、それで生きちょったということで非常に感激されたということを具

体的にご本人からお伺いをいたしました。ですから工場もむちゃくちゃで、生活機

能がなくなったということですね。その時に美祢市というところが素晴らしいとい

うことを奥さんから聞かれて、一遍来てみようということで、こちらに来られたそ

うです。そして秋芳洞に行かれて、一番感動されたのが、地震の恐ろしさをものす
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ごく感じられたんで、秋芳洞の中が３億年から３億５千万年経っておるのに、本当

に素晴らしい自然が残っておるということで、この美祢市が地震が来ないというと

ころに感動されたそうです。それでもう美祢市の方々が向こうから来られたという

ことで、非常に親切にして頂いたということですね。それから於福の方々もです

ね、そのことを受けて、よしそしたらこれも縁だろうということで、ご主人がこの

於福に美祢市に永住して、亡くなられた方々の思いもありますし、ご自分も奥さん

もライフセーバーしておられるんですよ。そのことも含めてこの美祢市を根城にし

て、これから一生懸命生活を立て直して、まだお勤め決まっておられんやったです

から、そのことも含めて、そしていろんなことで行政のほうでご支援することが今

後できるということで、私が直接ご主人と奥さんにですねできることがあったら無

理なことはできませんけど、行政として平等の立場でできることはいくらでもご支

援させて頂くので、どうかこの美祢市にお住まいになって、その体験を語り継がれ

て、またそれを生かされてこの美祢市を活性化につなげてほしいということを申し

上げたということを、おそらくホットラインに書いたんだろうと思います。という

ことです。ですから今後ですね、またいろんなことでご相談に見えるというふうに

おっしゃってましたんで、いろんなご支援をさせて差し上げたいということで、と

いうことです。 

○委員長（安冨法明君） よろしいですか。ほかにはよろしいですか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） ないようでございますので、これにて本委員会を閉会をい

たします。ご審査・ご協力誠にありがとうございました。お疲れでございました。 

     午後２時０７分閉会 
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